
建築等を行う場合の宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）

関係の手続きフロー 
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※盛土と切土をする土地の面積の合計が500㎡を超える場合は、豊中市土地利用の調整に関する条例

第23条、都市計画法第29条の手続きが必要になります。 

1ｍを超える擁壁を新たに設置するか 

又は、2ｍを超える高低差があるか 

①盛土で高さ１ｍを超える崖（擁壁）を生じるもの 

②切土で高さ２ｍを超える崖（擁壁）を生じるもの 

③盛土と切土による崖（擁壁）が２ｍを超えるもの 

④盛土で高さが２m超となるもの 

⑤盛土と切土をする土地の面積の合計が５００㎡を超え

るもの 

※「宅地造成等工事規制区域内で工事の許可（盛土規制

法第１２条）が必要な宅地造成及び特定盛土等」参照 

1ｍを超える既存の擁壁を残すか 

提出書類不要 

 

検査済証が交付されているか 

※盛土規制法（旧宅造法） 

  都市計画法 

  建築基準法 

造成計画報告書を提出 

造成計画報告書を提出 

 

盛土規制法第１２条に基づく許可申請 

（1ｍを超える既存の擁壁を存置する場合は検査済証番号を記入） 

※検査済証が交付されていない1ｍを超える既存の擁壁は残せません 

既存擁壁調査報告書を提出 

 

1ｍを超える擁壁を新たに設置するか 

又は、2ｍを超える高低差があるか 

1ｍを超える擁壁を新たに設置するか 

又は、2ｍを超える高低差があるか 

提出書類不要 

 

既存擁壁調査報告書を提出 

造成計画報告書を提出 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

宅地造成等工事規制区域内で、 
    工事の許可（盛土規制法第１２条）が必要な宅地造成及び特定盛土等 

 
宅地以外の土地を宅地にするため又は、宅地又は農地等において行う盛土その他の形質の変更で、次のいずれか

に該当するものをいいます。 
 

 ① 盛土で高さ１ｍを超える崖（擁壁）を生じるもの。 

 ② 切土で高さ２ｍを超える崖（擁壁）を生じるもの。 

 ③ 盛土と切土による崖（擁壁）が２ｍを超えるもの（①、②を除く）。 

 ④ 盛土で高さが２m超となるもの（①、③を除く）。 

 ⑤ 盛土と切土をする土地の面積の合計が５００㎡を超えるもの。 
 
   ※1 ここでいう「崖」とは、地表面が水平面に対して３０度を超える土地を表します。 

   ※2 300×300 を超える側溝・水路・河川等沿いに設置する場合は、側溝等の底を地表面とみなす。(側溝等の幅、

深さのどちらか一方でも 300を超える場合) 

    

      

  ・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請（盛土規制法第１２条)に係る下見期間は１０日、受付から許可に至

るまでは４週間かかります。 

   なお、下見につきましては、書類審査用１部の提出をお願いいたします。 

  ・詳細については開発審査課開発検査係までご相談ください。 

   問合せ   豊中市役所 都市計画推進部 開発審査課  開発検査係 

           ＴＥＬ ０６－６８５８－２８６２ 
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④ 
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宅地造成工事規制区域内か 

 

宅地造成等工事規制区域内で、 

    工事の許可（盛土規制法第１２条）が必要な土石の堆積（一時堆積） 
 
宅地又は農地等において行う土石の堆積で、次のいずれかに該当するものをいいます。 
 

 ① 最大時に堆積する高さが 2mを超えるもの。 

 ② 最大時に堆積する面積が 500㎡を超えるもの。 

 

  ・土石の堆積に関する工事の許可申請（盛土規制法第１２条）に係る下見期間は１０日、受付から許可に至るまで

は２週間かかります。 

   なお、下見につきましては、書類審査用１部の提出をお願いいたします。 

  ・詳細については開発審査課開発検査係までご相談ください。 

 

  問合せ   豊中市役所 都市計画推進部  開発審査課  開発検査係 

          ＴＥＬ ０６－６８５８－２８６２ 
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② 


